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 令和７年度庁議報告事項 

 第７回庁議（２０２５年８月５日）               企画部財政課 

                               

【件名】「財政運営の考え方」における「基金活用の考え方」の見直しについて 

 

【要旨】 

区では、先行き不透明な経済状況においても、区民サービスを滞ることなく推進してい

くため、将来世代の負担にならないよう基金残高を意識し、財政的な余力をもって財政運

営を進める必要があるため、令和５年度から現在の「財政運営の考え方」に則り、持続可

能な財政運営を進めてきたところである。 

一方、近年顕著である物価高騰や金利上昇などの社会状況、今後の施設整備計画や整備

経費を勘案し、課題を整理する必要がある。 

今回、基金活用の考え方について見直しを行ったので、報告する。 

 

１ 「財政運営の考え方」における「基金活用の考え方」の見直しについて 

（１）財政調整基金について 

 ①年度間調整分、施設改修分の区分とし、退職手当分を廃止する。 

 ②年度間調整分の年度末残高目標の規模を２００億円から１５０億円に変更する。 

 ③施設改修分の減価償却費相当額及び年度末残高目標額の減価償却累計額相当額に取得

年月日からの物価上昇分や取壊費用等の調整額を加味する。 

 

（２）特定目的基金について 

①社会福祉施設整備基金の減価償却費相当額及び年度末残高目標額の減価償却累計額相

当額に取得年月日からの物価上昇分や取壊費用等の調整額を加味する。 

②義務教育施設整備基金の減価償却費相当額及び年度末残高目標額の減価償却累計額相

当額に取得年月日からの物価上昇分や取壊費用等の調整額を加味する。 

 

（３）その他 

財政状況により更に一般財源の確保ができた場合、社会福祉施設整備基金などへの積

み立てについても加える。 

 

２ 見直し後の「基金活用の考え方」について 

  別紙の通り 

 

３ 今後の予定 

令和７年 ９月～  見直しを踏まえた令和８年度予算の編成 



（別紙） 
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財政運営の考え方 

１ 財政運営の考え方 

○区が主体的に活用できる特別区民税、特別区交付金などの一般財源を基本に財政運営を行います。 

○財政運営にあたっては、一般財源のほか、基金と起債をバランス良く活用していきます。 

○決算剰余金については、確実に基金に積み立てます。 

○景気に連動しやすい、特別区民税や特別区交付金などの歳入を補完する財政調整基金の積立や繰り入

れを計画的に行います。 

○歳出（事業）に連動させ、特定目的基金の計画的な積立、繰入を行い、区民生活に必要な財源を縮小

させることなく事業を実施します。 

○予算編成開始時における歳入一般財源の見込み額を一般財源充当事業費の目標額とし、歳出削減に努

めます。なお、歳入一般財源が減少した場合でも、急激な行政サービスの低下を招くことがないように、

基金積立額を除く一般財源充当事業費は、都区財政調整制度における基準財政需要額の直近３年の平均

額を下限に編成します。 

○新規事業については、後年度負担の増加等、財政の影響等について十分に勘案します。 

○すべての事業について、適用可能な国や都の補助金を最大限活用するとともに、新たな歳入の獲得に

ついても取り組みます。 

○事業計画までに期間がある未利用地や未利用施設などの区有財産の活用を検討し、歳入確保に努めま

す。また、新たな自主財源の確保に向けて、様々な工夫を検討し、取組を進めます。 

○特別区民税をはじめとした歳入をより効果的・効率的に確保するために、歳入確保策と併せ、債権管

理にかかるコストを削減する手法に取り組みます。 

○受益者負担、区民の間の税負担の適正化を図るため、使用料及び手数料について、継続的な点検・見

直しを行います。 

○決算分析や行政評価を基に、費用対効果等を十分に検証し、事業の見直し・改善に取り組み、事業経費

の縮減に努めます。 

○今後の社会・経済状況の変化を注視し、適切に対応します。 

 

２ 基金活用の考え方 

≪財政調整基金≫ 

○年度間調整分、施設改修分の区分に分けて運用します。 

○年度間調整分は、年度末残高を１５０億円確保することに努めます。 

○施設改修分は、社会福祉施設整備基金及び義務教育施設整備基金の対象施設以外の施設の当該年度に

発生する見込みの減価償却費相当額（調整後）の２５％を当初予算編成時に積み立てることを原則とし、

年度末残高は当該施設の減価償却累計額相当額（調整後）の２５％の確保に努めます。 

 

※調整後＝取得年月日からの物価上昇分や取壊費用等の調整額を加味 
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≪減債基金≫ 

○起債の償還のための財源は、計画的に減債基金に積み立てます。 

 

≪特定目的基金≫ 

○歳出（事業）に連動させ、特定目的基金の計画的な積立、繰入を行い、区民生活に必要な財源を縮小さ

せることなく事業を実施します。 

○施設の建設や建替え、大規模な維持補修、道路・公園の維持は各計画に基づいて、特定目的基金を活用

します。 

○特定目的基金の積立にあたっては、計画的に一般財源を使うほか、土地の売却による収入等を活用しま

す。 

（社会福祉施設整備基金及び義務教育施設整備基金） 

○対象施設の当該年度に発生する見込みの減価償却費相当額（調整後）の２５％を当初予算編成時に積み

立てることを原則とし、年度末残高は当該施設の減価償却累計額相当額（調整後）の２５％の確保に努め

ます。 

 

※調整後＝取得年月日からの物価上昇分や取壊費用等の調整額を加味 

 

（道路・公園整備基金） 

○当初予算編成時に、道路占用料の一部を財源に積立てを行うほか、当該年度から１０年間の基金活用計

画額の平均を算出し、その平均額より道路占用料を財源とした積立額の方が小さい場合に、その差額を一

般財源からも積み立てます。 

（まちづくり基金） 

○当初予算編成時に、特別区交付金の財産費の一部を財源に積立てを行うほか、当該年度から１０年間の

基金活用計画額の平均を算出し、その平均額より財産費を財源とした積立額の方が小さい場合に、その差

額を一般財源からも積み立てます。 

（その他） 

○上記のほか、財政状況により更に一般財源の確保ができた場合は、社会福祉施設整備基金や義務教育施

設整備基金などへの積立てを行います。 

 

３ 起債活用の考え方 

○起債の活用にあたっては、世代間負担の公平性という観点も踏まえ、公債費負担比率（中野区方式）で

１０％程度を上限として運用します。 

 

○公債費負担比率（中野区方式） 

＝実質公債費（元利償還金＋減債基金積立金－減債基金繰入金）÷一般財源（※） 

 

※ 一般財源とは・・・ 

特別区税、特別区交付金、地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消

費税交付金、環境性能割交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金、一般繰越金 


